
労働形態別 移住支援型

移住先・移住元の要件

令和 8
年度版移住

支援金タ ー ン
U I J

移住までの連続した 1 年間
移住からの 5 年間

継続して

香取市に在住

する意思あり

移住までの 10 年間のうち、通算 5 年以上

東京 23 区に在住

東京都、神奈川県、埼玉県に在住し、

東京 23 区に通勤

または
東京 23 区に在住

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に在住し、

東京 23 区に通勤
※※

※条件不利地域（裏面記載）以外

または

市内および隣接自治体での就業・香取市
が実施する関係人口創出イベントへの
参加など、規定の条件を満たす方

関係人口型
申請日までの一年以内に
（公財）千葉県産業振興センターから
起業支援金の交付決定を受けている方

起業型
自己の意思により移住し、
移住先で週20時間以上勤務する
労働者（経営者ではない方）

テレワーク型

「千葉県しごとNAVI」に掲載の
支援金対象企業に就業し、
香取市および周辺地域に勤務する方

就職（一般）型
千葉県が実施する「プロフェッショナル人材戦略拠点事業」
または「先導的人材マッチング支援事業」を利用して就業し、
香取市および周辺地域に勤務する方

就職（専門人材）型

おすす
め

神奈 川
埼玉

か ら の東京

世帯移住なら

60 万円

100 万円

＋　200 万円最
大

単身移住なら

未成年者が一緒に移住する場合

※未成年者 1 人あたり 100 万円、最大 2 人まで

※移住から一年以内の申請が必要です。

東京圏から香取市に移住して働く方に

最大 300 万円を交付します！

移住10年前 移住1年前 移住5年後移住



東京圏
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県

東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、
匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、
横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

用語解説

制
度
の
詳
細

0478 -50 - 1206
香取市企画政策課

お
問
い
合
わ
せ

受給資格診断を受けてみよう！

フローチャート式で
分かりやすい！

※
画
面
イ
メ
ー
ジ

東京圏の条件不利地域

受給資格診断はあくまでも参考情報です。
受給を検討される方は香取市企画政策課

までお問い合わせください。


